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１．介護サービス利⽤開始までのプロセス
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市
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村
の
窓
口
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相
談

要支援１
要支援２

○施設サービス
・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

○居宅サービス
・訪問介護 ・訪問看護
・通所介護 ・短期入所 など

○地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型共同生活介護 など

○一般介護予防事業
（※全ての高齢者が利用可）

・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業など

要介護１

要介護５

～

○介護予防サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防通所リハビリ
・介護予防居宅療養管理指導 など

○地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護 など

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス
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防
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非該当

※明らかに要介護認定が必要
な場合

※予防給付や介護給付による
サービスを希望している場合 等

サービス
事業対象者

総
合
事
業

※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

(サービス
事業対象者)

※予防給付を利用

※事業のみ利用
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総合相談支援業務

行政機関、保健所、医療機関、

児童相談所など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス

ヘルスサービス

虐待防止

ボランティア

民生委員

介護相談員

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

・「地域ケア会議」等を通じた自立支
援型ケアマネジメントの支援

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談

・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付けて、
制度横断的な支援を実施

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

地域包括支援センターについて

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を
配置して、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民を包
括的に支援することを目的とする施設。（介護保険法第115条の46第１項）

介護予防ケアマネジメント
(第一号介護予防支援事業)

障害サービス相談

介護離職防止相談

生活困窮者自立支援相談

主任ケア
マネジャー等

保健師等

社会福祉士等

チームアプローチ

全国で5,404か所
（ブランチ等を含め7,409か所）
※令和４年４月末現在

厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課調べ。

要支援・要介護状態になる可能性の
ある方に対する介護予防ケアプラン
の作成など
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負担に感じる業務（上位３つまで）

32.4%

14.9%

7.3%

30.0%

7.2%

20.6%

19.2%

17.0%

18.6%

15.3%

17.4%

19.5%

24.5%

12.1%

9.1%

最も負担

２番目に負担

３番目に負担

70.4%

53.6%

48.8%

60.7%

31.6%

総合相談支援業務

権利擁護業務

包括的・継続的
ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援業務

指定介護予防支援

第一号介護予防支援

地域包括支援センターの体制整備等

• 地域住⺠の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症⾼齢者の家族を含めた家族介護者⽀援の充実など、地域

の拠点である地域包括支援センターへの期待や業務は増大。

• このため、居宅介護⽀援事業所など地域における既存の資源の効果的な活⽤・連携を図りながら、介護予防支援

（介護予防ケアプランの作成等）や総合相談⽀援業務など、センターが地域住⺠への⽀援をより適切に⾏う体制

の整備を図る。

改正の趣旨

• 要⽀援者に⾏う介護予防⽀援について、地域包括⽀援センターに加えて、居宅介護⽀援事業所（ケアマネ事業

所）も市町村からの指定を受けて実施できることとする。その際、指定を受けたケアマネ事業所は、市町村や地

域包括支援センターとも連携を図りながら実施することとする。

改正の概要・施⾏期⽇

※1037センターからの回答を集計

• 地域包括⽀援センターが⾏う総合相談⽀援業務につい

て、その一部をケアマネ事業所等に委託することを可

能とする。その際、委託を受けたケアマネ事業所は、

市町村等が示す方針に従って、業務を実施することと

する。

• 施⾏期⽇︓令和６年４⽉１⽇

6



7

地域包括支援センターにおける I C T導入支援
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地域包括支援センターにおける３職種の柔軟な取り扱い
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居宅介護サービス計画におけるオンラインモニタリングについて



２．要介護認定制度の仕組みとこれまでの

適正化・迅速化に向けた取組



介護保険制度における要介護認定制度について
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• 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態（要介護状態）になった場合や、家

事や⾝⽀度等の⽇常⽣活に⽀援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態（要⽀援状態）に

なった場合に、介護の必要度合いに応じた介護サービスを受けることができる。

• この要介護状態や要⽀援状態にあるかどうかの程度判定を⾏うのが要介護認定（要⽀援認定を含む。以下

同じ。）である。

• 要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者が介護が必要な状態にあるかどうかを確認す

る⾏為であり、介護保険制度の根幹である。

• 介護保険法においては、要介護認定の公平性・中⽴性を確保するため、その手続、基準等について全国一

律に客観的に定めている。

趣旨

• 要介護認定は、まず、市町村の認定調査員による⼼⾝の状況調査（認定調査）及び主治医意⾒書に基づく

コンピュータ判定を⾏う。（⼀次判定）

• 次に保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、⼀次判定結果、主治医意⾒

書等に基づき審査判定を⾏う。（⼆次判定）

• この結果に基づき、市町村が申請者についての要介護認定を⾏う。

要介護認定の流れ

①



現⾏の要介護認定制度
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①

申 請

主治医意見書 基本調査
（７４項目）

特記事項

認定調査員等による心身の
状況に関する調査

（コンピュータによる推計）
一 次 判 定

要介護認定基準時間の算出
状態の維持・改善可能性の評価

二 次 判 定

介護認定審査会による審査

要 介 護 認 定

介護保険法第27条第１項

介護保険法第27条第２項等

介護保険法第27条第３項

介護保険法第27条第４〜６項

介護保険法第27条第７、８項
※ 認定は申請⽇にさかのぼってその効⼒を⽣ずる。

（介護保険法第27条第８項）

※ 要介護認定申請中に暫定ケアプランに基づく介護サービス提供も可能。

要介護認定等に係る介護認定審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する省令
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一次判定
ソフト

食事の介助時間

移動の介助時間

排泄の介助時間

清潔保持の介助時間

間接の介助時間

BPSDの介助時間

機能訓練の介助時間

③樹形図により、8つの生活場
面毎の介助時間を推計

能⼒
（⾝体能⼒）
（認知能⼒）

障害や現象の
有無

介助の方法

認定調査
（74項目）

身体機能・起居動作

生活機能

認知機能

BPSD関連

社会生活への適応

要介護3要介護2
要支援2
要介護1要支援1非該当 要介護4 要介護5

25分 32分 50分 70分 90分 110分

要介護度

医療関連の介助時間

（例） 要介護認定基準時間が93.2分であるので、要介護４

①74調査項目の選択肢を選択

②中間評価項目得点の算出

④8つの介助時間を合計
して、要介護認定等
基準時間を算定し、
要介護度を判定

要介護
認定等

基準時間

13

現⾏の⼀次判定のコンピュータ判定モデル（概要）
⑰

※ 主治医意⾒書の⼀部（５項⽬）も

⼀次判定ソフトに⼊⼒される。
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要介護認定適正化事業

２ 事業の概要・スキーム・実施主体等

←業務全体の司令塔

←具体的解決を支援

←地域の指導者を育成

←全国の調査員の底上げ

〇 成果目標

本事業を通じ、より適正な認定調査及び審査に基づき、高齢者の介

護に要する時間が客観的に判定されるよう必要な⽀援を⾏うことで、

要介護認定の適正化・要介護認定に要する期間の短縮を図る。

〇 事業スキーム

国 受託業者
委託 派遣要請

都道府県
市町村等

・認定適正化専門員の派遣（技術的助言）
・技術的助言の効果の検証
・要介護認定事務に関する調査（事務効率化等の好事例展開）

〇 要介護認定が全国⼀律の基準で⾏われることを確保するため、①要介護認定の業務に精通した者を介護認定審査
会に派遣し、審査プロセスに対して技術的助言、②市町村ごとに認定調査で用いる質問項目ごとの結果の偏りの有
無の把握や、介護認定審査会の合議体別の認定状況を分析することができるツールの配布、③市町村における認定
調査の指導的な⽴場の職員を育成するための研修等の開催等を⾏う。

○ また、要介護認定に要する期間の短縮を図るため、④要介護認定の申請から認定までに要する期間に関連する要
介護認定事務プロセスとその要因に関する調査を⾏い、当該調査の分析に基づく事務効率化に係る技術的助⾔を⾏
うとともに、好事例の周知を⾏う。

１ 事業の目的



 平成12年４⽉ 介護保険制度運⽤開始

• 認定調査項目は82項目。

• ⼀次判定ソフトウェア（現︓認定ソフト）の配布。

 平成15年４⽉の要介護認定基準等の改正

• 平成13年の⾼齢者介護実態調査の分析結果を基にロジックを作成。

• ｢運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者｣に対し、認知症加算レ点方式（※１）を採用。

 平成18年４⽉の要介護認定基準等の改正

• 基本骨格は変えず、一次判定が要介護１(相当)の者を、介護認定審査会の状態の維持・改善可能性に

係る審査によって、要支援２と要介護１に判別。

 平成21年４⽉の要介護認定基準等の⾒直し

• コンピュータ判定ロジックの⾒直し（82項目から74項目に削減）

• 「運動能⼒の低下していない認知症⾼齢者のケア時間加算ロジック」（※２）の導入

要介護認定基準等の改正の経緯

15

②

※１ ⾮該当〜要介護２の場合において、申請者の状態に応じて最⼤２区分の引き上げを認めていたもの。

制度の改正の経緯

※２ 従来の認知症加算に該当すると考えられる申請者の区分の引き上げが、コンピュータ判定の際に自

動的に⾏われるもの。
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要介護・要⽀援認定等⾒直しの経緯（平成3 0年度以降） ②

○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」（平成28年12月９日社会保障審議会介護保険部会）を受け
て省令改正。平成30年４月１日施行。

①要介護更新認定有効期間の上限を24か月から36か月に延長

②一定の要件に合致する者について、認定審査会の簡素化を可能に

③指定市町村事務受託法人が認定調査を行う場合に、介護支援専門員以外（※）も実施可能に

④２次判定後において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者の
要介護更新認定有効期間の上限を36か月から48か月に変更

○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」（平成28年12月９日社会保障審議会介護保険部会）を受け
て通知改正。平成30年４月１日施行。

○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）を受け
て省令改正。令和２年４月１日施行。

○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」（令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会）を受け
て省令改正。令和３年４月１日施行。

※認定調査員として１年以上従事した経験を有する者とする者。
医療・介護・福祉に係る専⾨的な知⾒を有する者（介護保険施⾏規則113号の２第１号又は2号で規定される者であってかつ介護に係る実務5年以上）。
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15.0 14.7

15.8 15.9
17.2 17.8

10.2 10.0 10.2
11.5 11.1

8.7 8.8 9.4 10.3 10.6 11.1

36.7 36.9
38.2

39.4 39.0

35.1 34.4

36.2 37.3
38.3

40.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

平成29年度

下半期

平成30年度

上半期

平成30年度

下半期

平成31年度

上半期

令和元年度

下半期

令和２年度

上半期

令和２年度

下半期

令和３年度

上半期

令和３年度

下半期

令和４年度

上半期

令和４年度

下半期

要介護認定に係る事務に要する日数の平均値

意⾒書依頼から⼊⼿までの期間 調査依頼から実施までの期間 申請から認定までの期間

令和４年度下半期
第⼀四分位︓35.8日
中央値 ︓39.4日
第三四分位︓43.3日

（日）

要介護認定のプロセスごとに要する日数

出典︓業務分析データ

⑦

▼新型コロナウイルス感染症の発生
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平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31/令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

要介護認定に係る申請件数の推移

新規 更新 区分変更

（万件）

出典︓介護保険総合データベース（令和６年２⽉集計）

要介護認定に係る審査件数

＊1

＊1︓R5年度については12月までのデータ

③

▼新型コロナウイルス感染症の発生
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要支援 要支援１ 要支援２ 経過的 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計

（単位：万人）

（出典：介護保険事業状況報告）

注１）陸前高田市、大槌町、女川町、桑折町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町は含まれていない。

注２）楢葉町、富岡町、大熊町は含まれていない。

H12.4→R4.4の比較

（注１） （注２）

要介護（要支援）の認定者数は、令和４年４月現在６９０万人で、この約２０年間で約３．２倍になった。このうち軽度の認定者数の
増加が大きい。また、近年、増加のペースが再び拡大傾向にある。
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介護認定審査会の簡素化

平成30年4月1⽇以降の申請分であって、以下の6要件のすべてに合致する者について、認定審査会の簡素化を可能とした。

【条件①】第１号被保険者である
【条件②】更新申請である
【条件③】コンピュータ判定結果の要介護度が、前回認定結果の要介護度と⼀致している
【条件④】前回認定の有効期間が12か月以上である
【条件⑤】コンピュータ判定結果が要介護1または要支援2の者の場合は、今回の状態安定性判定ロジックで「安定」と判定さ

れている
【条件⑥】コンピュータ判定結果の要介護認定等基準時間が「⼀段階重い要介護度に達するまで3分以内（重度化キワ3分以

内）」ではない

②
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要介護認定プロセスごとの変更率
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⑩
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認定審査会の簡素化の実施割合

※ 介護総合データベースより業務分析データとして作成

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

令和４年度

下半期

令和４年度

上半期

令和３年度

下半期

令和３年度

上半期

令和２年度

下半期

令和２年度

上半期

認定審査会の簡素化の実施件数 申請件数合計

更新申請数
(①)
(全申請件数
に占める
割合)

簡素化対象
数
(②)
(更新申請
に占める
割合)

簡素化実
施数
(③)
(簡素化対
象数に占
める割合)

令
和
２
年
度

上
半
期

1,925,232
787,413
(40.9%)

231,725
(29.4%)

85,346
(36.8%)

下
半
期

1,515,079
593,036
(39.1%)

169,806
(28.6%)

62,478
(36.8%)

令
和
３
年
度

上
半
期

1,856,901
862,139
(46.4%)

270,629
(31.4%)

120,301
(44.5%)

下
半
期

2,169,810
1,005,969
(46.4%)

342,054
(34.0%)

159,836
(46.7%)

令
和
４
年
度

上
半
期

2,201,665
1,043,800
(47.4%)

355,991
(34.1%)

184,215
(51.7%)

下
半
期

2,365,950
1,134,663
(48.0%)

370,581
(32.7%)

195,241
(52.7%)

①更新申請数

②簡素化対象数

※ R3上半期については、人口約560万人（高齢者約148万人）分のデータが未送信の可能性がある

（件）

③簡素化実施数

⑫



介護認定審査会の簡素化に関する取組事例の周知について

要介護認定は、認定調査票及び主治医意⾒書を基に、介護認定審査会における総合的な判断を経て決定しており、適正
かつ公平な審査が必要です。

⼀⽅で、要介護認定を受けている⾼齢者が増加する中、より適切なサービスを提供する観点から、各保険者が要介護認
定を速やかかつ適正に実施することが求められます。

そのため、平成30 年度から、更新申請の場合であって、⼀次判定結果が前回の認定結果と同⼀である等、⼀定の要件を
満たす場合には、介護認定審査会を簡素化して実施することが可能となっております。

簡素化の取組を実施している⾃治体にヒアリング調査を⾏い下記のとおり、令和５年５⽉にとりまとめを⾏いました。

Ａ市 Ｂ町 Ｃ市 D広域連合 E広域連合 F市

人口規模（※１） 小規模 小規模 中規模 大規模 超大規模 超大規模

簡素化割合
（※２）

131/421
(31.1%)

47/115
(40.9%)

188/606
(31.0%)

390/1,258
(31.0%)

877/2,246
(39.0%)

2,098/6,536
(32.1%)

導入時期 平成31年４⽉ 平成30年９⽉ 平成30年４⽉ 平成30年５⽉ 令和３年４⽉ 平成30年12月

独自要件 無 有 無 無 無 有

資料の事前送付 無 有 無 有 無 無

審査方法 一括合議 一括合議 一括合議 一括合議 一括合議 一括合議

有効期間の設定 前回＋12ヶ月
最⻑ 36ヶ月

36ヶ月 48ヶ月 48ヶ月 48ヶ月 36ヶ月

簡素化等の効果
（※３）

事務負担軽減
認定に要する時
間の軽減

審査時間の短縮 認定に要する時間
の軽減

審査会委員の
負担軽減

審査会回数の減少
認定に要する時間の

軽減

審査会委員の
負担軽減

課 題 - 事前準備に手間が
かかる

判定の信頼性がわ
からない

－ 必ずしも事務負担軽
減につながらない

独自ルールにより
対象者が増えない

※１ ⼩規模（⼈⼝〜５万⼈）中規模（⼈⼝５〜10万人）大規模（人口10〜20万人）超大規模（人口20万〜）
※２ 令和３年４〜９⽉の更新申請件数のうち、簡素化実施件数
※３ 「認定に要する期間の短縮」とは、申請から認定までの期間の短縮「審査時間の短縮」とは、介護認定審査会の審査時間の短縮

令和５年５⽉８⽇事務連絡より抜粋

令和５年７⽉全国介護保険担当課⻑会議資料より抜粋・⼀部改変
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○ 高齢者人口の増加に伴う要介護認定申請件数の増加に対応するため、要介護・要支援認定有効期間につい

て、新規申請及び区分変更申請における期間を原則12か月とするとともに、上限を24か⽉に延⻑することを求める。

■提案の具体的内容

■分権提案を受けての閣議決定

○ 新規認定及び区分変更認定に係る要介護認定有効期間（施⾏規則38 条）及び要支援認定有効期間

（施⾏規則52 条）の延⻑については、社会保障審議会の意⾒を聴いた上で検討し、令和４年度中に結論を

得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

令和３年度地⽅分権改⾰提案︓要介護・要⽀援認定有効期間の新規申請及び
区分変更申請における期間の⾒直し ②

申請区分等
原則の

認定有効期間
設定可能な

認定有効期間の範囲

新規申請
６か月
→12か月

３か⽉〜12か月
→24か月

区分変更申請
６か月
→12か月

３か⽉〜12か月
→24か月

更新申請
要介護度が更新前後で異なる。 １２か月 ３か⽉〜３６か月

要介護度が更新前後で同じ。 １２か月 ３か⽉〜４８か月

＜現⾏の取り扱い（⿊字）及び令和３年度地⽅分権改⾰提案（赤枠）＞
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認定後の要介護度の推移

※ 出典：介護保険総合データベース（令和４年８月集計）。
注１）平成28年４～９月に認定された方の各時点の状況。
注２）「不明（データなし）」の場合は、死亡・転居・更新申請をしていない

等の理由により、介護給付を受けていない者であると考えられる。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

新規申請

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

11.7%

13.7%

15.2%

29.4%

31.7%

91.7%

6.2%

7.8%

9.5%

13.3%

16.1%

2.2%

20.3%

20.9%

21.4%

21.1%

19.3%

3.8%

61.9%

57.6%

53.9%

36.2%

32.8%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

区分変更申請

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

15.6%

23.2%

28.5%

37.0%

70.7%

96.2%

3.2%

4.1%

5.1%

5.7%

3.4%

0.4%

31.8%

32.6%

32.0%

27.9%

14.9%

3.1%

49.4%

40.0%

34.4%

29.4%

11.0%

0.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

更新申請

17.2%

25.4%

31.2%

39.8%

73.5%

96.7%

2.5%

3.2%

3.8%

4.3%

2.1%

0.2%

33.6%

34.0%

32.9%

28.1%

14.3%

2.8%

46.8%

37.5%

32.0%

27.8%

10.1%

0.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

更新申請（前回と要介護度が不変）

13.4%

20.0%

24.6%

33.0%

66.7%

95.3%

4.1%

5.6%

6.9%

7.8%

5.2%

0.6%

29.3%

30.8%

30.8%

27.6%

15.9%

3.5%

53.2%

43.7%

37.7%

31.6%

12.2%

0.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

更新申請（前回と要介護度が異なる）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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要介護度に着⽬した要介護度の推移

18.4%

23.9%

27.1%

40.1%

54.7%

95.9%

45.3%

44.2%

41.0%

34.3%

23.1%

3.9%

36.3%

31.9%

31.8%

25.7%

22.2%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要⽀援１（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

19.9%

26.0%

30.0%

42.5%

57.5%

95.2%

4.3%

5.5%

6.5%

7.4%

6.5%

0.1%

41.2%

39.6%

36.7%

29.9%

19.7%

4.5%

34.6%

28.9%

26.8%

20.2%

16.3%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要⽀援２（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

※ 出典：介護保険総合データベース（令和４年８月集計）。
注１）平成28年４～９月に認定された方の各時点の状況。
注２）「不明（データなし）」の場合は、死亡・転居・更新申請をしていない等の理由により、介護給付を受けていない者であると考えられる。

28.9%

35.1%

39.8%

53.9%

70.3%

96.1%

71.1%

64.9%

60.2%

46.1%

29.7%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要⽀援１（更新申請） ※不明（データなし）を除いた割合

不変 軽度化 重度化

30.4%

36.6%

41.0%

53.2%

68.7%

95.4%

6.6%

7.7%

8.8%

9.3%

7.8%

0.1%

63.0%

55.7%

50.2%

37.5%

23.5%

4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要⽀援２（更新申請） ※不明（データなし）を除いた割合

不変 軽度化 重度化

社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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要介護度に着⽬した要介護度の推移
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21.5%

27.8%

37.0%

67.2%
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3.4%

4.1%
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4.2%
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40.7%

41.6%
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６か月後

要介護１（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）
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21.1%

27.5%

34.3%

74.8%

96.6%

4.6%

5.9%

7.3%

8.5%

4.0%

0.1%

33.0%

34.6%

35.1%

31.5%

14.7%

3.2%

48.4%

38.3%

30.1%

25.8%
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要介護２（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

※ 出典：介護保険総合データベース（令和４年８月集計）。
注１）平成28年４～９月に認定された方の各時点の状況。
注２）「不明（データなし）」の場合は、死亡・転居・更新申請をしていない等の理由により、介護給付を受けていない者であると考えられる。
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社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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要介護度に着⽬した要介護度の推移
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46.1%

36.8%

32.6%

7.1%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護３（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

12.2%

21.5%

27.2%

32.1%

86.4%

99.1%

3.4%

4.8%

6.0%

6.4%

2.5%

0.2%

13.0%

17.2%

19.4%

17.8%

4.4%

0.5%

71.4%

56.6%

47.5%

43.8%

6.7%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護４（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

※ 出典：介護保険総合データベース（令和４年８月集計）。
注１）平成28年４～９月に認定された方の各時点の状況。
注２）「不明（データなし）」の場合は、死亡・転居・更新申請をしていない等の理由により、介護給付を受けていない者であると考えられる。

29.2%

36.5%

40.4%

47.1%

84.8%

98.1%

9.3%

9.6%

10.3%

10.9%

3.6%

0.1%

61.5%

53.9%

49.3%

42.0%

11.6%

1.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護３（更新申請） ※不明（データなし）を除いた割合

不変 軽度化 重度化

42.8%

49.5%

51.7%

57.0%

92.6%

99.3%

11.9%

11.0%

11.5%

11.4%

2.7%

0.2%

45.3%

39.6%

36.8%

31.6%

4.7%

0.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護４（更新申請） ※不明（データなし）を除いた割合

不変 軽度化 重度化

社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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要介護度に着⽬した要介護度の推移

15.8%

30.2%

36.5%

38.6%

94.6%

99.6%

3.4%

4.9%

6.2%

6.1%

1.3%

0.2%

80.7%

64.9%

57.3%

55.3%

4.1%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護５（更新申請）

不変 軽度化 重度化 不明（データなし）

※ 出典：介護保険総合データベース（令和４年８月集計）。
注１）平成28年４～９月に認定された方の各時点の状況。
注２）「不明（データなし）」の場合は、死亡・転居・更新申請をしていない等の理由により、介護給付を受けていない者であると考えられる。

82.2%

86.0%

85.6%

86.4%

98.6%

99.8%

17.8%

14.0%

14.4%

13.6%

1.4%

0.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

60か月後

48か月後

36か月後

24か月後

12か月後

６か月後

要介護５（更新申請） ※不明（データなし）を除いた割合

不変 軽度化 重度化

社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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○ 介護認定審査会を簡素化して実施する場合に、事前に審査会から包括的同意を得ることにより、審査会への通

知を省略できるよう制度改正を⾏うこと。

■提案の具体的内容

■分権提案を受けての閣議決定

○ 介護認定審査会における審査及び判定（27条４項及び32条３項）に係る事務については、市区町村におけ

る事務の実態を踏まえつつ、社会保障審議会の意⾒を聴いた上で市区町村の事務負担を軽減する⽅策を検討し、

令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

令和３年度地⽅分権改⾰提案︓介護認定審査会を簡素化して実施する場合に
おける通知の省略

②



介護保険制度の⾒直しに対する意⾒
（令和４年12月20日社会保障審議会 介護保険部会）

○ 新規申請及び区分変更申請に係る有効期間の上限拡⼤については、保険者の事務負担の軽減に
資すると考えられる一方で、
・ 要介護認定は、保険者がその責任と権限に基づき、被保険者に介護が必要な状態にある
かどうかを確認する⾏為であり、認定された要介護度に応じてケアプランの作成・サービス
の提供が⾏われることからも、介護保険制度の根幹であること
・ 更新申請と⽐較して、認定から 12 か⽉経過後に、軽度化している者の割合が多いこと

を踏まえ慎重に考える必要がある。

○ 更新申請に係る有効期間については、これまで累次の上限拡⼤を⾏ってきているが、更なる上
限拡⼤に当たっては、有効期間の上限を拡⼤した令和３年度の制度改正の影響や、保険者の事
務負担の軽減に資する効果を引き続き検証する必要がある。

○ 介護認定審査会を簡素化して実施する場合の審査会への通知の省略については、保険者の事務
負担の軽減に資する⼀⽅で、公正な⽴場にある専⾨家の合議による審査を⾏わない場合、要介
護認定の公平性・医学的妥当性を確保することが困難になることから、慎重に考える必要があ
る。

○ 一方で、要介護認定までの期間を短縮するためには、各保険者における審査の簡素化・効率
化の取組を一層推進することが重要である。

○ このため、より多くの保険者が審査の簡素化に取り組むことができるよう、具体的にどのよう
に審査を簡素化しているかの事例を収集・周知することが適当である。また、ＩＣＴやＡＩの
活用に向けた検討を進めていくことが重要である。

②

31

⑲
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認定審査会の ICT化

○「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

（その２）」（令和２年２⽉28⽇付け厚⽣労働省⽼健局⽼⼈保健課事務連

絡）、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、介護認定審査会の開催

に当たっては、ICT等の活用により合議ができる環境が整えられれば、必ず

しも特定の場所に集まって実施する必要はない旨をお示ししております。

○介護認定審査会の業務効率化や⽇程調整等の事務負担軽減の観点から、社

会保障審議会での協議を踏まえ、令和５年５⽉より新型コロナウイルス感

染症対策に限らず、実施できることとしています。

令和５年７⽉全国介護保険担当課⻑会議資料より抜粋

②



介護認定審査会のICT化の活用状況

33

令和５年度要介護認定適正化事業で実施した⾃治体へのアンケート調査（150自治体を対象）

①認定調査票の提出 回答数 %

アプリケーション等を利⽤し、認定調査
結果を即時に送受信・連携している

11 10.2

ファイル送信サービスやクラウドドライ
ブ、メール等を利⽤して、認定調査票の
ファイルを提出するようにしている

6 5.6

特に取組なし（全て紙で提出） 87 80.6

その他 4 3.7

合計 108 100%

②主治医意⾒書の提出 回答数 %

アプリケーション等を利⽤し、医師意⾒
書の内容を即時に送受信・連携している

0 0.0

ファイル送信サービスやクラウドドライ
ブ、メール等を利⽤して、医師意⾒書の
ファイルを提出している

1 0.9

特に取組なし（全て紙で提出） 106 98.1

その他 1 0.9

合計 108 100%

③審査会資料の共有⽅法 回答数 %

アプリケーション等を利⽤し、端末の画
⾯上でのみ審査会資料を閲覧している

13 12.0

ファイル送信サービスやクラウドドライ
ブ、メール等を利⽤して、審査会資料の
ファイルを提出している

8 7.4

特に取組なし（紙で送付している） 81 75.0

その他 5 4.6

合計 107 100%

④審査会の開催形態 回答数 %

オンライン会議形式で審査を実施してい
る

17 15.7

対面形式とオンライン会議形式のハイブ
リッド（審査会委員の希望に応じて対
応）で実施している

18 16.7

特に取組なし（全て対面形式） 53 49.1

書面審査で審査を実施している 14 13.0

合計 102 100%

出典︓令和５年要介護認定適正化事業（令和５年12月実施）

⑬
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〇 要介護認定業務の標準的な業務フローとICTの活⽤によって効率化が期待できる業務

33.2

30.6

30.1

22.7

22.3

19.5

17.5

3.3

24.9

3.1

0 20 40 60 80 100

申請業務のオンライン申請

認定調査票の記録の効率化

審査会のペーパーレス化

システム取り込み等定型作業の効率化

審査会のオンライン実施

主治医意⾒書の受理の効率化

システム・AI等による認定調査票や審査…

その他

特に無し

無回答

n=1175

〇 認定業務の効率化のために今後取組みたいこと

59.1

52.1

50.6

43.7

43.8

42.1

41.4

37.1

37.0

32.3

3.3

1.8

6.0

0 20 40 60 80 100

導入コストの確保

実施方法や手順の明確化

導入後のランニングコストの確保

セキュリティ上問題ないことの確認

職員が使いこなすための周知や教育

機器や設備の選定・手配

審査会委員や主治医等関係者…

手引き・マニュアル等の作成

導入したいシステムと既存システム…

導入に取り組む人員の確保

その他

特に無し

無回答

n=847

〇 取組を実施するにあたっての課題

令和３年度⽼健事業「要介護認定事務の円滑な実施に係る調査研究事業」

厚⽣労働省が把握している保険者、利⽤者、介護サービス事業者・団
体等からの要介護認定に関する主な意⾒（市区町村アンケート） ⑲

社会保障審議会
介護保険部会（第98回） 参考資料

より引用
令和４年９⽉26日
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○ 介護保険・要介護（要支援）認定調査における居宅介護⽀援事業所に所属する認定調査員の調査範囲に

ついて、更新調査のみでなく新規の調査を可能とするよう⾒直しを求める。

■提案の具体的内容

■分権提案を受けての閣議決定

○ 要介護認定及び要支援認定に係る調査（27条２項及び32条２項）の事務については、市町村（特別区を

含む。）の要介護認定及び要支援認定に要する期間の短縮を図るため、地方公共団体の事務の実態等に関す

るヒアリングを⾏い、地域の実情に応じた方策を検討し、令和６年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措

置を講ずる。

令和５年度地⽅分権改⾰提案︓要介護認定調査における認定調査員の調査範
囲の⾒直し ②
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介護保険の運営状況に関する実態調査結果に基づく勧告（抜粋）

平成14年４月 総務省

今回、厚生労働省、87市町村及び介護サービス又は居宅介護支援を行っている事業者(以下「事業者」という。)193事業者
における要介護等認定の状況等を調査した結果、次のような状況がみられた。

ア （略）
イ訪問調査の実施状況
(ア) 訪問調査は、原則６か月ごとに行う要介護等認定の際に市町村の職員が行うこととされているが、これを指定居宅介

護支援事業者(居宅の要介護者等に必要な介護サービスが提供されるよう、居宅サービス事業者等との連絡調整その他
の便宜の提供等を行う者)又は介護保険施設に委託することができるとされている(介護保険法第27条第１項等)。これ
について、厚生労働省は、平成12年１月に開催した「全国介護保険担当課⻑会議」等において、訪問調査を指定居宅
介護支援事業者等に委託している場合には、訪問調査は本来市町村が行うものであることを踏まえ、数回に１回は市
町村職員が直接調査するよう、市町村に対し技術的助言を行っている。

(イ) 調査した87市町村における要介護等認定に係る訪問調査の実施状況をみると、自らすべての調査を実施しているの
は５市町村のみであり、残る82市町村は、訪問調査の全部又は一部を事業者に委託している。
これら82市町村における各市町村内・外の居住者に係る訪問調査の指定居宅介護支援事業者等への委託状況をみる

と、(ⅰ)市町村内・外ともに委託しているものが61市町村(一部の者のみについて委託しているものを含む。以下同
じ。)、(ⅱ)市町村外を委託しているものが10市町村、(ⅲ)介護保険施設入所者分のみ委託しているものが３市町村等
となっている。
また、この82市町村における職員による訪問調査の実施状況をみると、57市町村は、市町村内・外を問わずこれを

励行しているが、残る25市町村は、職員による調査は数回に１回であっても体制上負担が大きいとしており、当省の
調査時点では、1)10市町村は市町村内・外とも調査を全く行っておらず、2)15市町村は市町村外については調査を全
く行っていない。
ちなみに、施設入所者に対する職員による訪問調査を全く実施していない市町村の中には、市町村から訪問調査を

受託した施設が申請者の要介護状態等区分が実態よりも高くなるよう調査結果に虚偽の記載をし、このことが都道府
県の指導監査において発見され、再調査の実施を求められている事例がみられる。

したがって、厚生労働省は、要介護等認定を適切に実施する観点から、次の措置を講ずる必要がある。
1) （略）
2) 訪問調査を指定居宅介護支援事業者等に委託して実施している市町村に対し、おおむね３回ないし４回に１回は職
員による直接調査を行うよう技術的助言を徹底すること。
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平成16年度介護保険部会 報告書

（認定調査委託、申請代行の適正化）
○ 要介護認定の公平性・公正性を確保する観点から、現行では、新規申請件数の約５割、更

新申請の約６割を占める認定調査の委託について、見直しを行う必要がある。具体的には、新
規の認定調査については、市町村が行うという原則を堅持するとともに、委託する場合には、
公平・公正の観点から、申請者が入所している施設への委託を認めないなど、委託先の範囲
の制限を検討する必要がある。また、市町村における委託調査の適正化策の促進を図ること
が重要である。

平成１６年度介護保険制度の見直しに関する意見
（平成16年７月30日社会保障審議会介護保険部会） 抜粋
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第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号 平成17年4月8日
○原田（令）委員 軽度の方へのサービスの見直し、効率化が求められているのは、介護サービス事業所で働く介護マネジャーによるサービス利用者の不適正な掘
り起こしや、ケアマネジャーによる認定調査が甘く行われているという指摘があります。ケアプランの作成などのマネジメントや認定調査については公正中立な立
場で行われるべきだと考えておりますけれども、今回の見直しにおいてはどのような対応がされるのでしょうか、伺いたいと思います。

○中村政府参考人 お答え申し上げます。
要介護認定につきましては、元来、市町村が行うこととされておりますが、ケアマネジャーさんたちに委託できることとされております。しかし、御指摘のよう

な問題点が指摘されておりますので、今回の改正におきましては、新規認定につきましては市町村が基本的にはやっていただくという原則を改めて確認したところ
でございます。市町村がみずからやっていただくか、公正中立の観点から、保険者事務を支援するために新たに設立する市町村事務受託法人以外の委託は新規認定
については認めないこととする、こういうことを考えております。
それから、ケアマネジメントにつきましては、地域包括支援センターにおいて一元的に実施するということとしておりますし、また、現在でも、サービス担当者

会議を実施することで偏ったケアプランをつくらないようにすることをお願いしているとともに、自社のケアプラン、サービスだけ多く使っているような事業所に
ついては、保険者の方でそういう統計が把握できるシステムを国保連の方で開発したりしておりますので、そういった意味での適正化を考えております。
また、今回の改正では、ケアマネジャーさんの五年ごとの資格の更新制や、個々のケアマネジャーごとにケアプランの内容を評価する仕組みを導入いたしており

まして、ケアマネジャーの独立性、中立性の確保に取り組んでいるところでございます。

第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号 平成17年5月19日
○坂本由紀子君 ⾃由⺠主党、坂本由紀子でございます。
介護保険制度スタート前には果たして大丈夫だろうかというような心配がなされておったんですが、施行五年を経て、それなりに国⺠の中にはこの介護保険の制

度に期待をし、信頼も得てきた部分もあろうかと思います。要支援、要介護一の軽度の方たちの給付が予想を超えて大幅に上回ったと、ここのところについてはよ
り自立度を高める予防給付を新たに導入して、その辺適正なものになるようにしようということが今回改正の大きな一つの柱になっておりますが、私は、この介護
保険の施行の中で、要介護認定の事務に非常に問題があったのではないかというふうに考えております。特に、その基礎になりますところの認定調査、申請につき
まして、これを⺠間業者にかなり委託をしていたと、しかも担当の業者に自分の顧客の調査をさせるというようなことが広く行われていたと、このようなことでは
適正な介護の認定がそもそも初めから期待できないという問題が起こるわけでありまして、何よりもこの点についての見直し、改善策が大事であろうと思います。
この点についてどうしようとしているのかということと、それが本当に担保できることになるように実効性をどう確保するかということについてのお考えを聞か

せてください。

○政府参考人（中村秀一君） お答え申し上げます。
要介護認定の調査につきましては、委員御指摘のとおり、市町村の事務の負担の軽減の観点から、現在、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託するこ

とができることとされております。
御指摘のような事業者による過度の掘り起こしも指摘されていることから、今回、認定調査の公正性、中立性の確保の観点から、新規の要介護認定申請に係る認

定調査は原則として市町村が行うこととするなどの見直しを行うこととしております。
原則としてと申しますのは、正にそのとおりでございまして、認定調査は市町村の基本的には仕事でございますので、少なくとも新規申請に係る認定調査につい

ては市町村にやっていただきたいということでございますが、業務効率化の観点から、例外として公益的な事務受託法人に委託することも可能といたしております。
この点につきましては、特に市町村側からの御要望が強いことから、この公益的な事務受託法人につきましては介護保険法に新たに位置付けると、こういうこと

でやっておりますが、基本としては、繰り返し申し上げておりますとおり、市町村の実施を原則といたしております。
それから、更新申請について、認定調査については従来どおり指定居宅介護支援事業者などに委託できるわけですが、その中でも不正や不適切な調査を行った事

業者などに対しましては委託することができないと、こういう措置をとりたいと思っており、市町村がきちんと認定調査をしていただくことの実効性が担保される
ようにしたいと考えております。

平成18年度法改正に⾄る国会答弁
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認定調査員調査範囲の変遷

市町村

委託

指定居宅介護⽀援事業者等※

１

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

新規申請 ○ ○ ○ ×

更新申請・区分変更申
請

○ ○ ○ ×

市町村

委託

指定市町村事務受託法人 指定居宅介護⽀援事業者等※

１

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

新規申請 ○ ○ ○ × × ×

更新申請・区分変更申
請

○ ○ ○ × ○ ×

市町村

委託

指定市町村事務受託法人 指定居宅介護⽀援事業者等※

１

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

市町村職員
ＯＢ等※２

看護師、介護
福祉士等※３

その他職種
無資格の
者を含む

介護支援
専門員

その他職種
無資格の
者を含む

新規申請 ○ ○ ○ ○ ○ × × ×

更新申請・区分変更申
請

○ ○ ○ ○ ○ × ○ ×

※１ 指定居宅介護⽀援事業者、地域密着型介護⽼⼈福祉施設、介護保険施設、地域包括⽀援センター及び介護⽀援専⾨員。
※２ 認定調査員として１年以上従事した経験を有する者とする者。
※３ 医療・介護・福祉に係る専⾨的な知⾒を有する者（介護保険施⾏規則113号の２第１号又は2号で規定される者であってかつ介護に係る実務5年以上）。

○施行当初

○H18法改正

○R2省令改正
（現行）

地方分権の提案部分

②


